
経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
の�

納
付
が
困
難
な
場
合
は
検
討
を

　
国
民
年
金
保
険
料
を
未
納
の

ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
老
後
や

重
い
障
害
が
残
っ
た
と
き
な
ど

に
支
給
さ
れ
る
年
金
を
受
け
取

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
保

険
料
免
除
や
納
付
猶
予
な
ど
で

認
め
ら
れ
た
期
間
は
、
年
金
を

受
け
取
る
資
格
期
間
に
含
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
免
除
の
対
象
期
間
は
７
月
か

ら
翌
年
の
６
月
ま
で
で
す
。
す

で
に
免
除
を
受
け
て
い
る
人
も
、

毎
年
の
申
請
が
必
要
で
す
。

　
過
去
２
年
間
に
未
納
期
間
の

あ
る
人
は
、
申
請
時
点
か
ら
２

年
１
か
月
前
ま
で
の
未
納
分
の

申
請
も
で
き
ま
す
。

　
免
除
の
決
定
は
前
年
所
得
を

も
と
に
審
査
さ
れ
ま
す
。
税
金

の
申
告
を
し
て
い
な
い
と
所
得

の
審
査
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

必
ず
申
告
を
済
ま
せ
て
か
ら
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

▽ 

年
金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番

号
が
分
か
る
も
の

▽ 
失
業
の
場
合
、
離
職
票
ま
た

は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

▽
備
後
府
中
年
金
事
務
所

　
（
☎
４
１-
７
４
２
１
）

▽
市
役
所
市
民
課
（
☎
４
３-

７

１
２
９
）
、
上
下
支
所
市
民
生

活
係
（
☎
６
２-

２
１
１
４
）

対
象
の
手
続
き

▽
資
格
取
得
・
種
別
変
更
届

▽
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
申
請

▽
学
生
納
付
特
例
申
請

※
詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　
備
後
府
中
年

　
金
事
務
所
（
☎
４
１-

７
４
２
１
）

問い合わせ先　広島県水道広域連合企業団府中事務所（☎４３-７１６８）　

国
民
年
金
保
険
料
の

　 
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

利
用
し
た
電
子
申
請
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

「水道水　安心・安全　これからも」�第65回「水道週間」スローガン

水道メーターの検針などにご協力ください
６月１日～７日は水道週間です

水道メーター検針・取り換えにご協力を
◎水道メーターの検針
年６回、各偶数月に、水道メーターの検針を行っ
ています。次のことにご協力をお願いします。

▽メーターの上に物を置かないでください。

▽飼い犬はメーターから離してつないでください。
◎水道メーターの取り換え
水道メーターは、８年に１回無料で取り換えてい
ます。該当する家庭には、証明書を持った指定給
水装置工事事業者が伺いますので、ご協力をお願
いします。
取り換え期間　７月１日（土）～31日（月）、
　９月１日（金）～30日（土）
ビル・マンションなどの貯水槽は清潔に
貯水槽の設置者は、次のことを行ってください。

▽  年１回以上、定期的に貯水槽の掃除をしてくだ
さい。

▽  水の色、濁り、におい、味、残留塩素などの水
質検査を年１回実施してください。

漏水かな？と思ったら
水道メーター検針の際、漏水の疑いがある場合に
はお知らせしていますが、漏水はいつ起こるか分
かりません。日頃からの確認をお願いします。
◎簡単にできる漏水確認
①家の蛇口を全て閉めてください。
② 水道メーターの銀色のパイロットが回転してい

たら、漏水の可能性があります。指定給水装置
工事事業者に連絡してください。

パイロットマーク
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